
仕様書 

 

京都市選挙管理委員会事務局 

担当：上田・岩雲 

電話：075-222-3589／FAX：075-241-9230 

 

件 名 投票用紙自動交付機 

契 約 期 間 契約の日の翌日から 令和８年３月３１日まで 

契 約 条 件 

１ 品名 

 投票用紙自動交付機 

 

２ 概要 

投票用紙自動交付機は、国政選挙及び地方選挙において、投票用紙を１枚

ずつ正確に取り出し、有権者に交付するための機器である。さらに、投票用

紙の交付ミスの防止と、従事者の精神負担を軽減するため、音声案内等でサ

ポートを行う。 

 

３ 規格 

（１）卓上型とし、外形寸法は、幅２６０mm×奥行３２０mm×高さ１９０mm以

下であること。 

（２）重量は、６．０㎏以下（本体）であること。 

（３）電源は、単相１００Ｖ ５０Ｈｚ／６０Ｈｚとする。 

（４）消費電力は、１２．４Ｗ（稼働時）以下であること。 

（５）装填容量は、１,０００票で継ぎ足し可能なこと。 

（６）対象用紙は、ＢＰコート紙に対応出来ること。 

（７）対象用紙サイズは、８０～９１㎜×１２８～１５２㎜に対応出来ること。 

（８）本機に接続するリモコンを設ける。 

   リモコンの外形寸法は、幅１２０mm×奥行９０mm×高さ７０mm以下であ

ること。 

（９）リモコンには次の機能を有していること。 

ア 液晶パネル 

バックライト式で、漢字及びひらがな表記であること。 

交付枚数や投票率を表示するほか、各種設定及び操作等に関するメッ

セージを表示する。 

イ 消音ボタン 

一時的に交付時の音声案内が消え、再度、押下すると聞こえるように

なる。初期設定時のスキップ機能でも使用する。 

ウ 有権者数ボタン 

  有権者数を設定する（確認ボタンで液晶パネルに投票率を表示）。 



エ 選挙種別ボタン 

選挙種別を選択する。 

オ 音量ボタン 

音量の大小を選択する。 

カ クリアボタン 

    交付枚数の表示を「0」にする。 

  キ 用紙設定ボタン 

用紙の種類を機械に登録する。初期設定時、又は異種用紙混入等によ

る再設定の場合に使用する。 

  ※ 規格を充足する参考品（例示） 

    株式会社ムサシ社製 投票用紙自動交付機「テラック BA-10」 

（10）投票用紙交付時（交付口にでたとき又は取り出したとき）、日本語の音声

で、以下のとおり該当選挙名を案内すること。 

また、消音ボタンを押下することで、一時的に消音できること。 

ア 衆議院小選挙区です。 

イ 衆議院比例代表です。 

ウ 最高裁国民審査です。 

エ 参議院選挙区です。 

オ 参議院比例代表です。 

カ 知事選挙です。 

（11）投票用紙の交付誤り防止機能 

ア 投票用紙の色判別が可能なセンサーを搭載していること。 

イ 投票用紙装填部のカバーが無色透明で、用紙の色が常に視認できるこ

と。 

ウ 液晶パネルに、選挙種別、投票用紙の色を漢字表示すること。 

エ 付属品として、次の選挙名プレートを付け、選挙種別が自動設定可能

なこと。 

  また、これらのプレートは機器専用ケースに収納できること。 

（ア）衆議院（小選挙区） 

（イ）衆議院（比例代表） 

（ウ）最高裁国民審査 

（エ）参議院（選挙区） 

（オ）参議院（比例代表） 

（カ）知事選挙 

オ 投票用紙装填時、装填部を照明すること。また、注意喚起の案内を行

い、確認操作を求めること。 

（12）投票用紙の機内取り残し防止機能 

電源スイッチを切断後、残りの投票用紙がなくなるまで排出動作を行う

こと。 

（13）ＵＳＢ端子があり、パソコンとの接続・通信が可能であること。 



（14）起動時の初期設定は、次のとおり液晶パネルに表示又は操作できるもの

とすること。 

ア 本体の電源を入れると、「継続使用しますか」と表示  

イ 消音ボタンを押下し、初期設定を開始 

ウ （11）エのうち、該当する選挙名プレートを入れ、本機が読み取った

プレートが表示 

エ 投票用紙を装填後、セットした投票用紙の色を識別し、該当する選挙

名が表示 

オ 確認ボタンを押下すると、「設定と用紙の色が一致しました」と表示 

 

４ 数量 ４５台 

 

５ 納品場所及び各納品場所への納品数 

  別紙「物品納入一覧表のとおり」 

  ※ 納品場所へ納品した際に、当該納品場所の本市職員１人以上から受領

書への受領印（朱肉印）を徴し、全ての納品が終了次第、京都市選挙管

理委員会事務局に、納品書とともに当該受領書を提出すること。 

 

６ 納期 

  令和８年３月３１日（火）まで 

 

７ その他 

（１）新品かつ動作確認したものを納品すること。 

（２）納品場所への納品日程について、事前に京都市選挙管理委員会事務局担

当者と調整すること。 

 

注 本仕様について不明な点がある場合は、契約課の指示に従ってください。 

 

  



＜物品納入一覧表＞ 

 

（単位：台） 

納品場所 所在地 納品数 

北区選挙管理委員会事務局 北区紫野東御所田町３３－１  ３ 

上京区選挙管理委員会事務局 上京区今出川通室町西入る掘出シ町２８５ ３ 

左京区選挙管理委員会事務局 左京区松ヶ崎堂ノ上町７－２ ４ 

中京区選挙管理委員会事務局 中京区西堀川通御池下る西三条堀川町５２１ ３ 

東山区選挙管理委員会事務局 東山区清水五丁目１３０－６ ２ 

山科区選挙管理委員会事務局 山科区椥辻池尻町１４－２  ４ 

下京区選挙管理委員会事務局 下京区西洞院通塩小路上る東塩小路町６０８－８ ４ 

南区選挙管理委員会事務局 京都市南区西九条南田町１－３ ４ 

右京区選挙管理委員会事務局 右京区太秦下刑部町１２ ５ 

西京区選挙管理委員会事務局 西京区上桂森下町２５－１ ５ 

伏見区選挙管理委員会事務局 京都市伏見区鷹匠町３９−２  ８ 

合計 ４５ 

 

 

 


